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船舶事故調査報告書 

 

                             平成２７年１２月３日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  庄 司 邦 昭（部会長） 

                         委   員  小須田   敏 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２６年１１月２７日 １５時１１分ごろ 

発生場所 阪神港神戸区の第７防波堤東方沖 

 神戸第７防波堤東灯台から真方位０９０°７００ｍ付近 

 （概位 北緯３４°４０.６′ 東経１３５°１８.２′） 

事故の概要  貨物船新力
しんりき

５は、南進中、また、引船あわじ丸は、台船 Ｍ
マルエム

１０２

をえい
．．

航して東進中、新力５とＭ１０２とが衝突した。 

 新力５は、船首部に亀裂等を生じ、Ｍ１０２は、左舷船尾部に亀裂

等を生じた。 

事故調査の経過  平成２６年１２月５日、本事故の調査を担当する主管調査官（神戸

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 貨物船 新力５、１９９トン 

   １３３０３７、不動海運有限会社 

   ５３.４９ｍ（Lr）×９.７０ｍ×５.３０ｍ、鋼 

   ディーゼル機関、５５１kＷ、平成４年５月 

Ｂ 引船 あわじ丸、１７.１７トン 

   ２６０－１３２８３大阪、新興海運有限会社 

   １１.９５ｍ（Lr）×４.００ｍ×１.５７ｍ、鋼 

   ディーゼル機関、２９４.２kＷ、昭和５５年８月 

Ｃ 台船 Ｍ１０２、６９２トン 

   なし、福山海運株式会社 

   ５６.００ｍ×１４.００ｍ×２.５０ｍ、鋼 

   機関なし、昭和４５年３月（建造） 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ６６歳 

   五級海技士（航海） 

    免 許 年 月 日 昭和４３年８月２３日 

    免 状 交 付 年 月 日 平成２６年１月３１日 

    免状有効期間満了日 平成３１年６月７日 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ６４歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 平成１７年３月１７日 
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    免許証交付日 平成２２年１０月２２日 

           （平成２７年３月１７日まで有効） 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ 船首部に亀裂等 

Ｂ なし 

Ｃ 左舷船尾部に凹損及び亀裂 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北、風力 １、視界 良好 

海象：波高 約０.５ｍ、潮汐 下げ潮の末期 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａほか３人が乗り組み、阪神港神戸第３区でナタネ粕

約６００ｔを積載し、平成２６年１１月２７日１５時００分ごろ鹿児

島県鹿児島市鹿児島港に向けて離岸し、阪神港神戸第３区六甲アイラ

ンド東側の水路を南進した。 

 船長Ａは、１５時０５分ごろ、出港配置を解き、周囲に航行の支障

となる船舶が見えなかったことから、操舵室側壁の水洗いを始めた。 

 船長Ａは、操舵室に戻り、主機を回転数毎分約３００とし、船首方

の神戸六甲アイランド東水路中央第２号灯浮標を左舷方に見る真方位

約１８０°の針路、約１０ノット（kn）の速力（対地速力、以下同

じ。）で自動操舵とし、再び、操舵室側壁の水洗いを行いながら、甲

板上のハッチカバーの走行ローラの修理作業にも目を向けていた。 

 船長Ａは、船首方至近にＣ船を認め、急いで操舵室に行き、右舵を

取ったものの、１５時１１分ごろＡ船の船首部とＣ船の左舷船尾部と

が衝突した。 

 船長Ａは、機関を停止した後、付近に錨泊し、近くを航行していた

水上警察署の警備艇に本事故の発生を通報した。 

 Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、阪神港神戸第２区のポートアイ

ランドＬ１１岸壁での作業を終え、作業員２人を乗せた空船のＣ船を

直径約５０mm、長さ約３０ｍのえい
．．

航索でつないで引船列（以下「Ｂ

船引船列」という。）を構成し、阪神港大阪第２区に向け離岸した。 

 船長Ｂは、操舵室に立って操船に当たり、約４.５kn の速力で手動

操舵により、阪神港神戸第２区の六甲アイランドと第７防波堤との間

の水路を東進し、第７防波堤東端を通過した際、左舷方から南進する

Ａ船を認めたものの、Ａ船がＢ船引船列の後方を通過すると思い、針

路及び速力を保持して航行を続けた。 

 船長Ｂは、時折Ａ船に目を向け、Ａ船がＢ船引船列の後方を通過す

ると思っていたところ、Ｃ船とＡ船とが衝突したことを知った。 

（付図１ 事故発生経過概略図 参照） 

 その他の事項  Ａ船は、出港配置が解かれた後、甲板部員２人が不具合のあった甲

板上のハッチカバーの走行ローラの修理作業を行っていた。 

 船長Ａは、ふだん、修理作業は自ら行っており、本事故当時、錨泊

して修理を行うかどうか考えていた。 
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 船長Ａは、本事故後、Ｂ船引船列が見えなかったのは、第７防波堤

にＢ船引船列が紛れて見えにくかったこと、また、修理作業に注意を

向けていたからだと思った。 

 船長Ｂは、約１０年間の引船の乗船経験があり、月に約５～６回本

事故海域を航行していた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ あり、Ｃ なし 

Ａ なし、Ｂ なし、Ｃ なし 

Ａ なし、Ｂ なし、Ｃ なし 

 Ａ船は、阪神港神戸区を南進中、船長Ａが、周囲に航行の支障とな

る船舶がいないと思い、操舵室側壁の水洗いを行いながら甲板上のハ

ッチカバーの走行ローラの修理作業に注意を向け、見張りを適切に行

っていなかったことから、Ｂ船引船列に気付かずに同じ針路速力で航

行を続け、Ｃ船と衝突したものと考えられる。 

 Ｂ船引船列は、阪神港神戸区を東進中、船長Ｂが、左舷方から接近

するＡ船がＢ船引船列の後方を通過すると思い、針路及び速力を保持

して航行を続けたことから、Ｃ船とＡ船とが衝突したものと考えられ

る。 

原因  本事故は、阪神港神戸区において、Ａ船が南進中、Ｂ船引船列が東

進中、船長Ａが、船首方に航行の支障となる船舶がいないと思い、甲

板上のハッチカバーの走行ローラの修理作業に注意を向け、見張りを

適切に行っておらず、また、船長Ｂが、左舷方から接近するＡ船がＢ

船引船列の後方を通過すると思い、針路及び速力を保持して航行を続

けたため、Ａ船とＣ船とが衝突したことにより発生したものと考えら

れる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・港内航行中は、操船及び見張りに専念すること。 

 ・常時適切な見張りを行うこと。 
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付図１ 事故発生経過概略図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事故発生場所 

（平成２６年１１月２７日 

１５時１１分ごろ発生） 

神戸六甲アイランド 

  東水路中央第２号灯浮標 

第７防波堤 
神戸第７防波堤東灯台 

阪神港神戸第３区 

六甲アイランド 

兵庫県 

兵庫県神戸市 

Ａ船 

Ｂ船引船列 


